
生駒市条例第１２号 

生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成２６年３月２８日 

生駒市長 山下 真 

 

生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１９年１２月生駒市条例

第２８号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

 第１条中「第３条第２項」を「第３条第１項及び第２項」に改め、「及び第２

項」の次に「、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第６項並び

に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４項」を、「定めた

採用」の次に「及び任期を定めて採用された職員の給与の特例」を加える。 

 第２条中「任命権者は」の次に「、前項の規定によるほか」を加え、同条を同

条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が

有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行

することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任

期を定めて採用することができる。 

 第７条を第９条とし、第６条の次に次の２条を加える。 

（特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という｡)には、次の給料表を適用する。 



号給 給料月額 

１ ３７５，０００円 

２ ４２４，０００円 

３ ４７７，０００円 

４ ５４１，０００円 

５ ６１７，０００円 

６ ７２１，０００円 

７ ８４４，０００円 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応

じて規則で定める基準に従い決定する。 

３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる

職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期

付職員業績手当として支給することができる。 

（特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等） 

第８条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

(1) 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号。以下「給与条例」という｡)第３条から第４条まで、第７条、第７

条の２、第８条、第１０条から第１２条まで、第１４条の２及び第１６条の

規定 

(2) 生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年２月生

駒市条例第２号。以下「企業職員給与条例」という｡)第３条、第４条、第６

条、第９条から第１１条まで、第１３条及び第１６条の規定 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第１４条の３第１項及び第

１５条第２項の規定の適用については、給与条例第２条第１項中「及び退職手

当」とあるのは「、退職手当及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する条例第７条第３項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第１



４条の３第１項中「前条に規定する市長が規則で定める職にある職員」とある

のは「生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第２条第

１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第１５条第２項

中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１４０」と、「１００分

の１３７．５」とあるのは「１００分の１５５」とする。 

３ 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第２条第３項及び第１４条の規定

の適用については、企業職員給与条例第２条第３項中「及び退職手当」とある

のは「、退職手当及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例第７条第３項の特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第１４

条中「前条に規定する管理者が指定する職にある職員」とあるのは「生駒市一

般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第２条第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員」とする。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、同項の

次に次の１項を加える。 

（給料の月額の特例） 

２ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間、特定任期付職員の

給料の月額（地域手当、期末手当、特殊勤務手当、退職手当及び特定任期付職

員業績手当の額の算出の基礎となるものを除く｡)は、第７条第１項の規定にか

かわらず、同項の規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる号

給の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 

(1) １号給及び２号給 １００分の２ 

(2) ３号給から７号給まで １００分の２．１ 

附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中「生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例」

を「生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に改め

る。 

 (1) 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月生駒市条例

第３号）第２条第４項 

 (2) 生駒市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月生駒市条例第１号

）第２条第３号 

 (3) 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第４条第１項 

 (4) 生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３

０号）第２条 

 (5) 生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第２３条 


